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様式１ 令和４年度 春日井市地域防災計画（原子力災害対策計画） 新旧対照表（案） 
 

頁 行 修      正      前 修      正      後 備    考 

3 14 第１編 総則 

第１章 計画の目的・方針 

第４節 災害の想定 

（略） 

なお、この計画において想定する県外の原子力発電所等は、

次表のとおりである。 

原子力発電

所又は原子

炉施設名 

事 業

者名 

所

在

地 

号機 状況 適

用 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

美浜発電所 

関 西

電 力

株 式

会社 

(略) 

1 号機 (略) (略) 

2 号機 (略) (略) 

3 号機 運転中(82.6 万 Kw) (略) 

大飯発電所 (略) 

1 号機 (略) (略) 

2 号機 (略) (略) 

3 号機 (略) (略) 

4 号機 運転中(118.0 万 Kw) (略) 

高浜発電所 (略) 

1 号機 (略) (略) 

2 号機 (略) (略) 

3 号機 運転中(87.0 万 Kw) (略) 

4 号機 (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

  

第１編 総則 

第１章 計画の目的・方針 

第４節 災害の想定 

（略） 

なお、この計画において想定する県外の原子力発電所等は、

次表のとおりである。 

原子力発電

所又は原子

炉施設名 

事 業

者名 

所

在

地 

号機 状況 適

用 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 

美浜発電所 

関 西

電 力

株 式

会社 

(略) 

1 号機 (略) (略) 

2 号機 (略) (略) 

3 号機 定期検査中 (略) 

大飯発電所 (略) 

1 号機 (略) (略) 

2 号機 (略) (略) 

3 号機 (略) (略) 

4 号機 定期検査中 (略) 

高浜発電所 (略) 

1 号機 (略) (略) 

2 号機 (略) (略) 

3 号機 定期検査中 (略) 

4 号機 (略) (略) 

(略) (略) (略) (略) (略) (略) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稼働状況の反映 

12 16 第２章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 

４ 指定公共機関（原子力事業者を除く。） 

 ⑵ 西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴ

ドコモ、ソフトバンク株式会社 

  （略） 

第２章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 

４ 指定公共機関（原子力事業者を除く。） 

 ⑵ 西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴ

ドコモ、ソフトバンク株式会社、楽天モバイル株式会社 

  （略） 

 

 

 

指定地方公共機

関の追加に伴う

修正 
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頁 行 修      正      前 修      正      後 備    考 

17 22 第２編 災害予防計画 

第２章 原子力災害予防対策 

第５節 避難所等の確保 

１ 指定避難所 

  (略) 

２ 福祉避難所 

市は、高齢者、障がい者その他の特に配慮を要する者（以

下「要配慮者」という。）の避難所として、次の施設を指定し、

安全確保等の救援を行うものとする。 

福祉 

避難所 

味美ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、鷹

来公民館、勤労福祉会館、南部ふれあいセンター、

第一希望の家、第二希望の家、総合福祉センター、

福祉作業所、高蔵寺ふれあいセンター、坂下公民

館、知多公民館、東部市民センター、青年の家、保

健センター、少年自然の家 

（注）第一希望の家、第二希望の家及び福祉作業所については、

知的障がい者の受入を優先する。 

第２編 災害予防計画 

第２章 原子力災害予防対策 

第５節 避難所等の確保 

１ 指定一般避難所 

  (略) 

２ 指定福祉避難所 

市は、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に配慮を要す

る者（以下「要配慮者」という。）の避難所として、次の施設

を指定し、安全確保等の救援を行うものとする。 

指定 

福祉 

避難所 

味美ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、鷹

来公民館、グリーンパレス春日井、南部ふれあいセ

ンター、第一希望の家、第二希望の家、総合福祉セ

ンター、福祉作業所、高蔵寺ふれあいセンター、坂

下公民館、知多公民館、東部市民センター、青年の

家、保健センター、少年自然の家 

（注）第一希望の家、第二希望の家及び福祉作業所については、

知的障がい者を受入。 

 

 

 

表記の整理 

 

表記の整理 

 

 

 

 

名称変更に伴う

修正 

 

 

 

 

 

18 26 第８節 健康被害防止に係る整備 

１ 原子力災害に対応する医療機関の把握 

放射線被ばく者の措置については、専門医の診断が必要と

されるが、県内に原子力災害に対応する医療機関が存在しな

いため、市及び県は、あらかじめ専門医を置く国立研究開発

法人量子科学技術研究開発機構等の県外の原子力災害拠点病

院等の連絡先を把握する。 

第８節 健康被害防止に係る整備 

１ 原子力災害に対応する医療機関の把握 

放射線被ばく者の措置については、専門医の診断が必要と

されるが、県内に原子力災害に対応する医療機関が存在しな

いため、市及び県は、原子力災害時に被災地域の原子力災害

医療の中心となって機能する原子力災害拠点病院等の連絡先

を把握する。 

 

 

 

 

表記の整理 

22 8 第３編 災害応急対策計画 

第１章 活動態勢 

第１節 市災害対策本部の設置 

２ 市災害対策本部等の設置及び職員の配備基準 

 ⑴ 設置・廃止基準 

区分 配備基準 配備要員 施設配備態勢 

災 対 本 部

（第１次非

常配備態勢 

（略） １～３ （略） 

４ 指定避難所配

備職員は全員 

（略） 

第３編 災害応急対策計画 

第１章 活動態勢 

第１節 市災害対策本部の設置 

２ 市災害対策本部等の設置及び職員の配備基準 

 ⑴ 設置・廃止基準 

区分 配備基準 配備要員 施設配備態勢 

災 対 本 部

（第１次非

常配備態勢 

（略） １～３ （略） 

４ 指定一般避難

所配備職員は全

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

表記の整理 
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頁 行 修      正      前 修      正      後 備    考 

 

  (注)１、２ (略) 

    ３ 指定避難所配備職員は、消防補助員のうち、あら

かじめ各指定避難所への配備が指定されている者を

いう。 

員 

  (注)１、２ (略) 

    ３ 指定一般避難所配備職員は、消防補助員のうち、

あらかじめ各指定一般避難所への配備が指定されて

いる者をいう。 

 

 

表記の整理 

 

30 9 第３章 核燃料物質等の輸送中の事故における応急対策 

■主な機関の措置 

機関名 主な措置 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社、

ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコ

モ、ソフトバンク株式会社 

第 13 節 輻輳対策 

  

第３章 核燃料物質等の輸送中の事故における応急対策 

■主な機関の措置 

機関名 主な措置 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社、

ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコ

モ、ソフトバンク株式会社、楽天モバイ

ル株式会社 

第 13 節 輻輳対策 

 

 

 

 

 

 

指定地方公共機

関の追加に伴う

修正 

33 33 第 13 節 輻輳対策 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ

ョンズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ及

びソフトバンク株式会社は、事故発生報道後の輻輳対策措置を

講じるものとする。 

第 13 節 輻輳対策 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーシ

ョンズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、

ソフトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社は、事故発生

報道後の輻輳対策措置を講じるものとする。 

 

 

指定地方公共機

関の追加に伴う

修正 

35 37 第４章 県外の原子力発電所等における異常時対策 

■主な機関の措置 

機関名 主な措置 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社、

ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコ

モ、ソフトバンク株式会社 

第 13 節 輻輳対策 

  

第４章 県外の原子力発電所等における異常時対策 

■主な機関の措置 

機関名 主な措置 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・

ティ・コミュニケーションズ株式会社、

ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコ

モ、ソフトバンク株式会社、楽天モバイ

ル株式会社 

第 13 節 輻輳対策 

  

 

 

 

 

 

指定地方公共機

関の追加に伴う

修正 

43 11 第 15 節 輻輳対策 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ及び

ソフトバンク株式会社は、事故発生報道後の輻輳対策措置を講

じるものとする。 

第 15 節 輻輳対策 

西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ株式会社、ＫＤＤＩ株式会社、株式会社ＮＴＴドコモ、ソ

フトバンク株式会社及び楽天モバイル株式会社は、事故発生報

道後の輻輳対策措置を講じるものとする。 

 

 

指定地方公共機

関の追加に伴う

修正 
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頁 行 修      正      前 修      正      後 備    考 

51 1 参考資料 

２ 原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される

措置等 

表１－１、１－２、１－３  

原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される

措置等 

参考資料 

２ 原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される

措置等 

表１－１、１－２、１－３  

原子力事業者、国、地方公共団体が採ることを想定される

措置等（※別添１参照） 

 

※主な変更点 

【用語の整理】 

要配慮者⇒施設敷地緊急事態用避難者 

【甲状腺被ばく線量モニタリング】 

 一定以上の事態が発生した場合、特定の地方公共団体が実施

すべき防護措置に「甲状腺被ばく線量モニタリング」を追加。

原子力事業者においてはこれに協力し、国においては地方公共

団体に対して実施を指示することとされている。 

 



 

 

 


